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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－２５０ 特殊用途腰掛け及び特殊用途いす 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ２－１５０ 全 特殊用途腰掛け及び特殊用途いす 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

音響装置付きいす トイレ用腰掛け マッサージ用腰掛け 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・休む、食事する、事務作業する、勉強する等に汎用できる腰掛け・いすではなく、特定の目的・場所専用の形態

的特徴を持った腰掛け・いす。 
・乳幼児・子供、要介護者専用の形態的特徴を持った腰掛け・いす等。 
・ここには、下位の分類に該当しないものを分類する。 

登録８４１７３２号  
音響装置付椅子 

登録１１８０９０４号 
トイレ用座椅子 

      登録１２０９２１５号 
          椅子 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・自力で移動するための車椅子はＪ７－７１０、電動車椅子はＧ２－２００ＡＤ 

・車輪付介護用（移動用、トイレ用、シャワー用）いすは、車輪と（介護者がいすを押すための）ハンドルとフッ

トレストの全てを備えているものであれば、車輪の大きさを問わずＪ７－７１０に分類する。（物品名や説明に

はいすとの記載しかない場合も含む。） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録７８７９０１号 
踏台付作業椅子 

登録１００１９６６号 
マッサージ施術用台 

登録９５２０６５号 
医療用いす 

登録１１３９９５８号 
マッサージ用いす 

   登録１１２２２２２号 
    シャワー用椅子 


